
17

１．はじめに
本稿では、インドネシアにおける都市廃棄物対

策、特に廃棄物発電を例として、気候変動との相乗
効果や、インフラ開発の視点から解説します。

２．脱炭素と衛生改善を同時達成する廃棄物発電
三村先生の基調講演で脱炭素とSDGsを結び付け

ることの重要性の指摘がありました。実際の取組の
例として廃棄物発電を紹介します。
 

スライド１の左側の写真は、左上が、大雨で地盤
が緩んだことで廃棄物の埋立処分場が崩れて、左側
の川に大量にごみが流出したインドネシアの事故で
す。左下は、西ジャワ州の埋立処分場での火災の写
真です。こうした崩落や火災は新興国では不幸にも
頻繁に起こり、周辺住民が多数亡くなる崩落事故も
あります。スライドの真ん中の西ジャワ州での廃棄
物処理施設を整備する事業も、2005年に約150名が
亡くなった埋立処分場の崩落事故がきっかけです。
現在、JICAと日本環境省が連携して、廃棄物処理事

業の調達支援（Transaction Advisory）を実施中です。
廃棄物発電が貢献するSDGsのゴールをスライド

１にロゴマークで載せました。列挙すると、ゴール
３健康、６衛生、７エネルギー、８経済発展、９イ
ンフラ、11まちづくり、12持続可能な消費と生産、
13気候変動、14海洋です。特に、焼却によるプラを
完全に消滅できる海プラごみの究極的な対応策にな
り、また処分場の逼迫を防止でき、都市として土地
の有効活用ができて都市の成長にもつながります。
加えて、脱炭素の観点で、年間約40万t-CO₂削減で
きる推計になり、一般家庭約12万世帯分相当の削減
規模です。これは、インドネシアつまり主力電源が
石炭火力のグリッドの電力を再エネで代替する場合
の数字です。多くの途上国では、生ごみが未処理で
埋立処分されており、それによってメタンガスが大
量に発生しています。そういった国ではオープンダン
ピングがベースラインになるので、廃棄物発電を導入す
ると、右下の表の通り、メタンガスの排出防止による
温室効果ガスの削減効果による寄与が大きくなります。
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３．総合的な支援により、インドネシアにおける健
全な廃棄物処理市場の立ち上げを目指す

「環境インフラ市場の大競争時代」という発言が
あったが、市場獲得の一例としてインドネシアでの
廃棄物発電マーケットの立ち上げを目指す取組を紹
介します。

冒頭のJICA岩崎地球環境部長からの挨拶でも触
れられたように、JICAと日本環境省が一体となっ
て市場獲得に向けて活動していることが重要なポイ
ントです。スライド２において、環境省を緑色で、
JICAを赤色で、密接に連携していることを模式的
に示しました。インドネシア市場の立ち上げに向け
た中核的な事業である西ジャワ州廃棄物処理PPP事
業に加えて、この事業以外も手厚く、JICAと環境
省で深く協働しています。それから、日本政府のリ
ソースに加えて、「他」として国際金融公社（IFC）や
アジア開発銀行等の国際開発機関との連携を記載し
ています。西ジャワ州廃棄物処理事業では、IFCと
JICA・環境省が一体として調達支援を実施してい
ます。

西ジャワ州事業をモデルケースとして、二件目、
三件目の案件を作るために、案件組成そのものも
実現可能性調査等の形で支援しています。加えて、
GtoGのハイレベルの枠組みである日インドネシア
廃棄物処理合同委員会を通じたモメンタムの維持も
環境省を中心に行っています。政策立案能力を向上
させて定量的な分析に基づいた計画の策定やその評
価を含む廃棄物管理政策サイクルの確立を目指す
JICAの技術協力プロジェクトも採択いただきました。

４．他国への水平展開を見据えた日本側各ステーク
ホルダーの強化
西ジャワ州廃棄物処理事業のモデルをインドネシ

ア他都市、他の新興国へ水平展開するには、日本側
の各ステークホルダーのレベルアップが必要です。
環境省やJICA、大使館等の政府側はもちろん、メー
カーや商社等の受注側、実現可能性調査や調達支
援、相手国へのキャパシティビルディングの主な担
い手となるコンサル会社、それぞれに課題があります。

こうした課題は基本的に各主体自身が努力して乗
り越えていくべきですが、昨年環境省のイニシアチ
ブで立ち上がった「環境インフラ海外展開プラット
フォーム」を活用して、いくつかの課題に企業と一
緒に対応しようとしています。ひとつは、日系企業
が持つ強みの言語化です。日系企業は特に環境分野
で高い技術やノウハウがあると言われていますが、
実際の案件受注に必ずしも繋がっていない現状があ
ります。プラットフォームの下で、有識者の検討会
を立ち上げて、強みの言語化に関する課題を整理し
て対応していきます。

ふたつ目は、ビジネス慣行のグローバル化です。
日本はなまじ国内市場が大きいので、新興国におけ
る案件や市場を絶対に獲得するという覚悟に欠け、
その結果新興国の案件を国内案件と同じ目線で比
較・評価しているので、リスクばかりが目について
思い切った決断ができない構造があります。これに
対して、国際機関が支援する案件も含めて新興国の
調達事例から学んで、ビジネス慣行をグローバル化
していくための勉強会も、プラットフォームの下で
できると良いと考えます。

こうした取組により、日本側のステークホルダー
の足腰を強化して、インドネシア国内・他国への水
平展開に繋げていきたいです。

スライド２


